
専門課程の学校数、学生数の推移

文部科学省「令和６年度学校基本調査」

〇専門課程の学校数は、減少傾向

〇専門学校の学生数は、令和３年から減少しているが、直近２年は横ばい
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専門課程への進学者数、専門学校の留学生数の推移

文部科学省「令和６年度学校基本調査」、
日本学生支援機構「2024(令和6)年度外国人留学生在籍状況調査」

〇高等学校（全日制・定時制）から専門課程への進学者数は、令和３年から減少傾向

〇留学生数は、コロナ禍で減少していたが、直近では増加傾向
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●留学生総数に占める割合 ●専門学校における国別留学生割合

●専門学校生における留学生割合

出典：日本学生支援機構「2024（令和６）年度外国人留学生在籍状況調査」
文部科学省 「令和５年度学校基本統計」より算出

（N=558,255）

○日本での就職を希望する専門学校留学生割合は７割程度
○卒業生のうち日本で就職した割合は、令和6年度は約４割

専門学校における留学生の概略

（N＝336,708） （N＝76,402）

出典：
日本学生支援機構
「外国人留学生進路状況・
学位授与状況調査」（平成30
年度～令和５年度調査結果）

日本学生支援機構
「私費外国人留学生生活実態
調査」（平成30年度～令和５
年度調査結果）
※私費外国人留学生生活実態
調査は隔年実施のため、平成
30年度、令和２年度及び令和
４年度は実施していない。

●専門学校留学生の国内就職状況

●専門学校における留学生数の推移
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外国人留学生のキャリア形成促進のための認定制度の創設について（告示の制定）
【現状と課題】
○専門学校の留学生が就職する際には、就労のための在留資格（「技術・人文知識・国際業務」など）への切替えが必
要。その運用に当たって、法務省のガイドラインでは、専門学校は専攻科目と従事する業務の関連性が厳格に審査さ
れるなどの課題。（一方、大学はその関連性について柔軟な判断がなされている。）

○本件の見直しについては、経済三団体（経団連、日商東商、新経連）、全専各連から強い要望がある。これを受け、
自民党教育・人材力強化調査会や、政府の教育未来創造会議で御議論。

【対応の方向性】
○新たな認定制度により認定を受けた専門学校を修了した留学生については、大学等を卒業した留学生と同様に円滑に
日本社会に適応できる留学生としての質が確保されるものとし、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時
における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について大学等卒業者と同等の柔軟な取扱いとする。

○同認定制度を活用し、これまで大学のみに認められていた在留資格「特定活動46号」について、同認定を受けた専
門学校（４年制）を修了して高度専門士の称号を得た留学生を、大学卒業者と同等の取扱いとし、新たに対象に加え
ることとする。併せて、高等専門学校専攻科及び短期大学専攻科（いずれも大学改革支援・学位授与機構の認定を受
けたものに限る。）を修了した留学生についても、大学卒業者と同等と考えられることから、新たに対象に加える。

 認定要件案（文部科学告示を制定し、文部科学大臣認定制度を創設）
①職業実践専門課程の認定を受けている課程であること。
（企業等と連携し、質の高い専修学校専門課程を文部科学大臣が認定する制度）
②経営基盤に関して、継続的かつ安定的な財務状況であること。
③認定を受けようとする学科の実数のうち、留学生割合が２分の１の範囲内であり、日本人生徒との交流の機会が確保
され、日本社会に対する理解促進の環境が整備されていること。２分の１を超える場合にあっては、適正な進路指導
（就職率が９０％以上であることを想定）が行われるとともに、日本社会への理解促進に資する授業科目が300時間
以上開設されていること。

④外国人留学生の受入れに関する不適切な事項その他目的に照らして不適切と認められる事項がないこと。

なお、基準の充足を確認するために３年に一度のフォローアップを実施。
４



現状の在留資格について

令和４年10月25日 自民党教育・人材力強化調査会法務省説明資料
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出典：日本学生支援機構
「2019（令和元）年度外国人留学生在籍状況調査結果」
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留学生の学校種別割合総数とその後の就職状況について

出典：
※１ 日本学生支援機構「令和元年度私費留学生生活実態調査」
※２ 日本学生支援機構「令和元年度留学生進路状況・学位授与状況調査」
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推計される影響数について
○学校数・学科数について
・職業実践専門課程の認定数 ： 1093校、3165学科（令和５年３月時点）
・専門学校のうち、留学生を受け入れている学校の割合は約３割（令和元年度調査）

→新制度の認定の目標値（現時点）としての学校数・学科数は上記に基づき、それぞれ以下のとおり。

・1093校×0.3  ≓327校
・3165学科×0.3 ≓949学科

○専門学校卒の就職者数について
・留学生３０万人計画を達成した令和元年度における専門学校に在籍する外国人留学生数は、約８万人程
度（１学年３万人程度）

↓
・令和元年度の専門学校の外国人留学生数のうち、就職を希望したが就職できなかった者は、約9000人
（約３割の就職希望者が就職できない状況）

↓
・本制度の認定を受け、大学と同等の取扱いとなった場合（就職希望者と就職者の割合の差が約２割とな
る場合）、就職ができない者が約9000人から約6000人に縮まり、最大約3000人（年間）が新たに就
職できるようになることが推計される。

○なお、上記影響数に留まらず、認定を受けることにより、当該学科を卒業した外国人留学生については
、在留資格の切り替え時に大学と同様に専攻科目と従事する業務が柔軟に取り扱われることから、職業
選択の幅も広がることにつながる。
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Ⅲ．具体的方策

１．コロナ後の新たな留学生派遣・受入れ方策
（２）外国人留学生の受入れ方策

＜検討の方向性＞
②入学段階での要件・手続きの段力化
・ 高等専修学校への留学の際の日本語能力要件の緩和

２．留学生の卒業後の活躍に向けた環境整備
（２）外国人留学生等の高度外国人材の定着率の向上

＜検討の方向性＞
③関連する在留資格制度の改善
・ 在留資格の運用の見直しと周知促進（専門学校卒業者の専門知識・技能やその応用が発揮できる要件への

見直し（技術・人文知識・国際業務、特定活動等）、技術・人文知識・国際業務での業務内容の明確化、非漢字
圏出身者も含めた日本語教育機関の在学期間の在り方の検討）

３．教育の国際化の推進
（１）国内大学等の国際化

＜検討の方向性＞
・ 国際標準教育分類における高度専門士の位置づけの見直しと国家学位資格枠組みの検討の加速化

令和5年３月17日(金)
第５回教育未来創造会議 資料

教育未来創造会議 第２次提言に向けた論点整理（案）（抜粋）

教育未来創造会議における議論の状況
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高等専修学校への留学生を受け入れる場合、
現行制度上、高等学校が交換留学生を受け入
れる取り扱いと異なり、大学・専門学校等の高
等教育機関としての取り扱いと整理され、留学
時に日本語要件（Ｎ２）が求められているところ
であるが、高等学校に留学した場合と同等の取
扱いとする。

高度専門士（４年制の専修学校専門課程）について、国際標準教育分
類（ISCED）における位置づけを４年制の大学と同等とすることをOECDと
事務的に調整済み。

今回の認定制度により対応



自由民主党 教育・人材力強化調査会 提言
～内向き志向からの脱却・日本を選ばれる国に～

令和５年２月９日
会 長 柴山 昌彦
幹 事 長 堂故 茂

事務局長 上野 通子
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＜実施すべき取組＞

２．戦略的な外国人留学生受入れの推進
【優秀な留学生の修了後の我が国での活躍】
⑩ インターンシップを含む留学生就職促進プログラムの推進や、高度外国人材に係
る受入れ制度の改革や関連する在留資格の運用見直し、外国人留学生就職促
進のための国内企業の雇用慣行の改善・環境の充実を通じた修士・博士人材等
の高度人材や専門学校で養成する質の高い職業人材も含めた外国人材の国内
就職環境の整備



公明党 教育改革推進本部提言
令和５年４月

本部長 浮島 智子
事務局長 佐々木 さやか
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ポストコロナ時代のグローバル人材育成に向けた提言
～コロナ禍で激減した留学生交流の回復・拡充に向けて～

１．多様な留学生の受入れ・定着や外国人の子どもの学びの保障に向けて
（多様な留学生の受入れ・定着）
・ 外国人留学生が卒業後に共に多様性に富んだ日本社会をつくる一員として、就職のため
のキャリア教育やインターンシップの機会の創出を行い、定着のための支援を行うこと。また、
質の高い専門学校を修了した留学生に関して、在留資格の運用の見直し等を行い、日本
社会で活躍できる就職環境を整備すること。



日商・東商のご要望

多様な人材の活躍に関する重点要望
（2022年10月21日 日本商工会議所・東京商工会議所）
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外国人留学生キャリア形成促進プログラムについて

  外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定要件（文部科学大臣認定制度）
①職業実践専門課程の認定を受けている課程であること。
（企業等と連携し、質の高い専修学校専門課程を文部科学大臣が認定する制度）
②経営基盤に関して、継続的かつ安定的な財務状況であること（修学支援新制度の機関要件と同一）。
③認定を受けようとする学科の実数のうち、留学生割合が２分の１の範囲内であり、かつ、日本人生徒との交流の機会が確保されており、日本
社会に対する理解促進の環境が整備されていること。２分の１を超える場合にあっては、適正な進路指導（直前３年間の就職率の平均が９０
％以上であることを想定）が行われるとともに、日本国内において就職する際に必要となる日本社会の理解の促進に資する授業科目が300時
間以上開設されていること。

④外国人留学生の受入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められる事情がないこと。

※基準の充足を確認するために３年に一度のフォローアップを実施

 外国人留学生が日本で就職する場合の在留資格の切替え

留学
（大学、専門学校等） 在留資格切替え

技術・人文知識・国際業務

特定活動（告示第４６号）

等

 就労のための在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格決定の際、教育機関での専攻科目と従事しようとする業務との関連性の判断において、大学の
卒業生については柔軟化が図られている一方で、専門学校の卒業生については「相当程度」の関連性が求められており、大学の卒業生と比較して、許容される
業種・業務が限定されている。

 今般の在留資格の運用等の見直し（※）により、外国人留学生に対して質の高い教育を行っているものとして文部科学大臣が認定した専門学校の卒業生につい
ては、関連性について柔軟に判断されることとなる。また、認定を受けた専門学校の卒業生のうち、高度専門士の称号を付与された者については、新たに「特
定活動（告示第46号）」の対象となる。

※「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」（ガイドライン）の改定及び在留資格「特定活動」に係る法務省告示を改正（令和６年２
月29日付け）

 認定校数は、229校、595学科（令和７年３月現在）。

 外国人留学生キャリア形成促進プログラム（文部科学大臣認定制度）について

〈就労時〉〈在学時〉
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外国人留学生キャリア形成促進プログラムの厳格な運用について
４つの要件の運用について

検討課題と対応

→ 職業実践専門課程として認定以降の卒業生の実績がない学校は
外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定対象としない

→ 毎年の情報公開、学校評価を実施していない場合は認定取消し。第三者評価も義務化

〇職業実践専門課程（認定要件） 【平成25年度創設】
①修業年限2年以上であること、②教育課程編成委員会を設け企業関係者
を参画させていること、③企業と連携した実習等を行っていること、④企業と
連携した教員研修を行っていること、④学校評価に企業関係者を参画させ
ていること、⑤その評価結果を公表していること など

〇実績のない学校には効果を
付与すべきでない。

〇留学生管理に問題がある学
校による制度利用を未然防
止する必要

〇在籍管理等において不適切
であると考えられる事情がある
学校は対象としない

〇職業実践専門課程として認定済みであること

〇財務条件

〇留学生数

〇その他外国人の受入れに関する不適切な事情がないこと
→ 在籍管理等において不適切であると考えられる事情の他、本制度の趣旨に照らして不適切な事情、例えば、極端な進路指導

をし就職希望者を過少に報告することや、就学状況不良等の者が一定数以上いること等があれば、認定対象としない

【原則】 留学生数が学生数の2分の1以下であること。
→ 過去3年間に留学生の卒業実績がない学科は認定対象としない

【例外】 2分の1以上の場合は、本邦での就職率が9割以上、かつ、日本社会の理解促進に関する科目300時間以上

→ 卒業生に対する就職希望者の割合が低いところは認定対象としない
→ 300時間には低レベルの日本語教育（N3、N4レベルの者を対象とした日本語教育など）はカウントしない

→ 経常収支のプラスマイナス、貸借対照表（運用資産と外部負債の差額）のプラスマイナスを客観的に確認

〇プログラム認定後のフォロー
アップ

＜検討課題＞ ＜対応＞ ＜検討課題＞
＜対応＞

以上の４要件を満たさなくなった場合は認定取消し

〇職業実践専門課程として卒
業生の実績のない学校は対
象としない
〇過去3年間に留学生の卒業
実績がない学科は対象としな
い 〇情報公開、学校評価を実施

しない場合、認定取消し
〇第三者評価も義務化



留
年
生

CP
に
係
る

R7→
R8

改
正
の
ポ
イ
ン
ト
（
予
定
）

 

●
実
施
要
項
関
係

・
申
請
学
科
に
在
籍
す
る
生
徒
の
う
ち
、
外
国
人
留
学
生
が
占
め
る
割
合
が
２
分
の
１
の
範
囲
を
超

え
る
場
合
の
要
件
に
つ
い
て

→
当
該
学
科
に
お
い
て
、
日
本
で
就
職
す
る
際
に
必
要
と
な
る
日
本
社
会
の
理
解
の
促
進
に
資
す

る
授
業
科
目
が
、
全
課
程
の
修
了
に
必
要
な
総
授
業
時
数
の
う
ち
“300

時
間
以
上
必
要
で
あ
る
と
い

う
要
件
を
、
授
業
時
数
か
ら
単
位
へ
と
変
更
（
告
示
の
変
更
）

 

・
第
三
者
評
価
の
実
施
に
つ
い
て
認
定
要
件
と
す
る
。

申
請
時
既
に
実
施
し
て
い
る
場
合
は
、
実
施
状
況
を
報
告

申
請
時
に
未
実
施
の
場
合

 
①
申
請
時
に
実
施
予
定
年
度
を
文
部
科
学
省
に
報
告

②
実
施
予
定
年
度
ま
で
毎
年
度
状
況
を
文
部
科
学
省
に
報
告

※
実
施
予
定
年
度
に
未
実
施
の
場
合
は
認
定
取
り
消
し
と
な
る
た
め

・
認
定
後
、
認
定
要
件
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
し
て
、
自
己
点
検
評
価
の
結
果
報
告
を
求
め
る

●
今
後
の
予
定

・
上
記
の
変
更
内
容
を
今
年
中
に
連
絡
予
定

●
申
請
様
式
関
係

・
例
年
６
月
に
発
出
し
て
お
り
、
発
出
時
に
先
述
の
実
施
要
項
関
係
の
変
更
内
容
を
踏
ま
え
た
申
請

様
式
の
改
訂
版
を
送
付
。

●
Ｑ
Ａ
関
係

・
申
請
様
式
と
同
時
に
発
出
す
る
た
め
、
申
請
様
式
発
出
時
に
改
訂
版
を
送
付
。
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第三者評価等のポイント

◆ 第三者評価は学校教育法では努力義務だが、以下の学校は認定の要件とする（令和８年４月１日から実施）
①大学院入学資格・高度専門士の称号が付与される専門課程及び専攻科を有する学校
②外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定校
※職業実践専門課程の認定校については、令和１３年度からの実施を想定しつつ、令和１２年度までの状況を見て判断

◆ 第三者評価の評価期間は、令和８年度から５年以内に１回実施

◆ 第三者評価の評価結果は、学校のHP等で公表することに加え、所轄庁へ報告

◆ 具体的な実施の方法等については、「学校評価ガイドライン（下記リンク）」を参照

【認定制度における留意事項】
◆ 学校教育法の改正において、専門学校における学校関係者評価の記載が第三者評価に代わったことにより、職業実践専門課
程の認定要件に変更が生じることに留意

◆ 上記を踏まえ、第三者評価が義務付けられる大学院入学資格・高度専門士の称号が付与される専門課程及び専攻科を有する学校、
外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定校、職業実践専門課程の認定校における評価の考え方について、次頁のフロー図の通り整
理 していることに留意

◆ 認定における評価の取り扱いの詳細については、 今後、各認定制度における実施要項等で周知予定

７．学校評価

（参考）学校評価ガイドライン
https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1295916_00003.htm

法改正により、専門課程を置く専修学校（専門学校）に①大学と同等の項目での自己点検評価の義務付け、②外部の識見を有する者による
評価（第三者評価）の努力義務化が措置
上記を踏まえ、専修学校の質保証・向上に関する調査研究協力者会議における検討を踏まえ、専修学校における学校評価ガイドラインを改
訂。あわせて、外部の識見を有する者による評価（第三者評価）の実施対象について整理

5年以内に
第三者評価を受信

・大学院入学資格付与校
・外国人留学生CP認定校

結果は、
・HP等で公表
・所轄庁へ報告

学校第三者

HP等

所轄庁
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（参考）大学院入学資格付与校、外国人留学生CP認定校における評価フロー図

【ポイント】
◆ 大学院入学資格が付与される専門課程及び専攻科を有する学校、外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定校は第三者評価の実
施が必須

◆ 第三者評価の実施の有無に関わらず、学校関係者評価を実施することは可能（学校の判断）
◆ 第三者評価は、5年に1回の実施となるため、新規の認定に当たっては、第三者評価の実施済だけでなく、実施予定でも認定を可能する
なお、実施予定と申請し、認定された場合、実施（予定）年までの実施状況を毎年、文部科学省に報告し、実施（予定）年度に未実
施の場合は、 速やかに実施を求め、実施できない場合は認定の取消を行う

◆ 既存に認定校については、第三者評価の実施（予定含む）について、実施予定や状況を毎年、文部科学省に報告する
◆ 法律が施行される令和8年4月より適用

現在認定を受けていますか

外国人留学生キャリア形成促進プ
ログラムの認定を受けている

大学院入学資格が付与される専門
課程の指定を受けている

（申請にあたって）
第三者評価を

実施又は実施予定

Yes

速やかに実施認定の取消

第三者評価の実施が必須

実施済

予定年度に実施しましたか

No

所轄庁及び文部科学省へ報告し、
引き続き５年以内に実施

No

実施し次第、速やかに
所轄庁及び文部科学省へ報告

今後申請を予定している

第三者評価の実施（予定含む）について、実
施予定 や状況を毎年、文部科学省に報告

Yes

所轄庁及び文部科学省へ報告し、
引き続き５年以内に実施

実施予定
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